
昭
和
五
十
二
年
五
月
十
七
日

四

日

市

市

議

四

日

市

市

議

会

臨

時

会

会

議

録

（
第
一
号
）

会



第
一
六

．
 

議
案
第
六
四
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

第
一
五

昭
和
五
十
二
年
五
月
十
七
日
（
火
）

第
一
―
―
―

選
挙
第
三
号

選
挙
第
四
号

発
議
第
一
号

選
挙
第
五
号

選
挙
第
七
号

選
挙
第
八
号

発
議
第
二
号

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
議
決

議
案
説
明
・
・
・
・
・
・
質
疑
、
討
論
、
議
決

第
一
四

北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

第

選
挙
第
六
号
＿
―
-
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

第 第
一
〇

四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

第

九

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

第
八
四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

第

七

四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

第

... 
/‘ 

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

第

五
第

四

議
案
第
六
ー
一
号

議
案
第
六
三
号

人
権
擁
護
委
員
の
推
せ
ん
に
つ
い
て

教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
…
議
案
説
明
・
・
・
質
疑
、
討
論
、
誤
決

第

報

告

第

四

号

専

決

処

分

に

つ

い

て

第

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

第

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

0
議

事

日

程

第

一

号

午
後
一
時
開
会

‘’ 
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0
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

一
、
議
事
日
程
第
一
な
い
し
第
五

一
、
会
期
の
延
長
に
つ
い
て

0
出
席
議
員
（
四
十
一
＿
＿
名
）

古

市

元

福乎長

谷

田野川

橋野野生

本

香行鐸増

史信

呂

平

崎

貞

中出坪

川村井

乎信

元蔵和芳蔵夫

井

妙

博子

田高高

中橋木井

基力

介 三 煎

高坂後後小小

ロ

正

藤藤林林

長寛喜 博

夫次六り次夫次

粉訓喜

多

川覇野

也

茂男

川金加大大

ロ

洋

森藤森谷

定多喜

喜

等二正男

小宇岩伊小天

治

JII 

四

田 田

良久

藤井春

．青

山

信道文峯

三正郎市雄一夫雄 男
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〇
欠
席
議
員
（
一
名
）

0
出
席
事
務
局
職
員

坂
倉
助
役
。

〔
助
役
．
（
坂
倉
哲
男
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

0
議
事
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者

主 主

事

・西

：
口
、

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
匹
十
一
＿
＿
名
で
あ
り
ま
す
。

本
日

t

の
議
事
に
つ
い
て
は
、
お
手
元
に
配
布
し
ま
し
た
議
事
日
程
に
よ
り
と
り
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

ま
す
。

午
後
一
時
二
分
開
会

た
だ
い
ま
か
ら
昭
和
五
十
二
年
五
月
、
四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

出
席
要
求
を
い
た
し
ま
し
た
議
事
説
明
者
の
氏
名
は
、
、
お
手
元
に
配
布
の
議
事
説
明
者
要
求
書
写
し
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

会
議
に
先
立
ち
ま
し
て
、
新
し
く
助
役
に
就
任
さ
れ
た
坂
倉
助
役
か
ら
発
言
を
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
．
の
で
、
こ
の
際
こ
れ
を
許
し
ま
す
。

'徹

事

山

ロ

克

彦

議

事

係

長

板

崎

大

之

丞

議

事

課

長

小

坂

靖

事

務

局

長

佐

々

木

晃

精

税

務

部

長

伊

藤

治

郎

総

務

部

長

阿

南

輝

彦

市

長

公

室

長

.... 
/‘ 

田

猶

裕

収

入

役

乎

井

助

役

坂

倉

清・哲

男

助

役

輪藤

喜

代

司

市

長

加

寛

嗣

増

英

山

勝

山 山 山 森 松 前 堀

山 本 中

忠

路 ロ

信 安

島 Jll 

良＇辰 新

兵

剛 生 吉 男 衛
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〔
表
彰
状
授
与
〕
（
拍
手
）

〔
大
谷
喜
正
君
登
壇
〕

伊

藤

陶

彦

瀬

戸

市

議

会

議

長

昭
和
五
十
二
年
四
月
二
十
一
日

東
海
市
議
会
議
長
会
会
長

よ
っ
て
、
こ
こ
に
本
会
表
彰
規
程
に
よ
り
こ
れ
を
表
彰
し
ま
す
。

天
春
文
雄
殿

四
日
市
市
議
会
議
員

表

彰

状

（
拍
手
）

伊

藤

陶

彦

瀬

戸

市

議

会

議

長

東
海
市
議
会
議
長
会
会
長

〇
助
役
（
坂
倉
哲
男
君
）

去
る
一
＿
一
月
の
市
議
会
に
お
き
ま
し
て
皆
様
方
の
ご
同
意
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
四
月
よ
り
四
日
市
市
へ
勤
務
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
と
と
も
に
、
そ
の
責
任
の
重
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
お
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
上

は
一
層
精
進
努
力
い
た
し
ま
し
て
四
日
市
の
市
勢
進
展
の
た
め
に
市
長
を
補
佐
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
よ
ろ
し
く

ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
大
変
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

永
年
勤
続
議
員
表
彰
状
伝
達
の
件

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

て
、
山
中
忠
一
君
が
二
十
五
年
以
上
の
勤
続
議
員
と
し
て
、

島
良
一
君
が
十
年
以
上
の
勤
続
議
員
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
の
で
、

〔
山
中
忠
一
君
登
壇
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

四
日
市
市
議
会
議
員

あ
な
た
は
市
議
会
議
員
の
要
職
に
あ
る
こ
と
二
十
五
年
、
鋭
意
市
勢
の
振
興
に
努
め
、
地
方
自
治
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
は
ま
こ

と
に
顕
著
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
去
る
四
月
二
十
一
日
瀬
戸
市
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
第
六
十
回
東
海
市
議
会
議
長
会
定
期
総
会
に
お
い

ま
た
、
天
春
文
雄
君
、
大
谷
喜
正
君
、
高
橋
力
三
君
、
，
長
谷
川
鐸
元
君
、
松
．

よ
っ
て
、
こ
こ
に
本
会
表
彰
規
程
に
よ
り
特
別
表
彰
と
し
て
こ
れ
を
表
彰
し
ま
す
。

，
昭
和
五
十
二
年
四
月
二
十
一
日

〔
表
彰
状
授
与
〕

〔
天
春
文
雄
君
登
壇
〕

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

た
だ
い
ま
か
ら
表
彰
状
の
伝
達
を
行
い
ま
す
。

あ
な
た
は
市
議
会
議
員
の
要
職
に
あ
る
こ
と
十
年
、
鋭
意
市
勢
の
振
興
に
努
め
、
地
方
自
治
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
は
ま
こ
と
に

顕
著
で
あ
り
ま
す
。

山
中
忠
ー
殿

表

彰

状

（
拍
手
）

坂
倉
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
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日
程
第
二

す。

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）
日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
七
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
長
に
お
い
て
、
高
井
三
夫
君
及
び
訓
覇
也
男
君
を
指
名
い
た
し
ま

日
程
第

以
下
同
文

会
期
の
決
定
に
つ
い
て

四
日
市
市
議
会
議
員

•
松
島
良
一
殿

〔
表
彰
状
授
与
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

表

彰

状

〔
表
彰
状
授
与
〕

〔
松
島
良
一
君
登
壇
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

以
下
同
文

四
日
市
市
議
会
議
員

長
谷
川
鐸
元
殿

こ
れ
よ
り
会
議
に
入
り
ま
す
。

（
拍
手
）

（
拍
手
）

表

彰

状

〇
謡
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
長
谷
川
鐸
元
君
登
壇
〕

以
下
同
文

〔
表
彰
状
授
与
〕

以
下
同
文

〔
表
彰
状
授
与
〕

〔
高
橋
カ
一
ー
ー
君
登
壇
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

四
日
市
市
議
会
議
員

高
橋
カ
一
＿
＿
殿

表

彰

状

大
谷
喜
正
殿

四
日
市
市
議
会
議
員

表

彰

状

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

（
拍
手
）

（
拍
手
）
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個
人
市
民
税
に
お
き
ま
す
各
種
所
得
控
除
の
引
き
上
げ
に
よ
る
負
担
調
整
、

こ
れ
が
専
決
処
分
に
反
対
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

0
小
井
道
夫
君

〔
小
井
道
夫
君
登
壇
〕

小
井
道
夫
君
゜

別
段
ご
質
疑
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

市
長
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

い
わ
ゆ
る
減
税
は
全
く
申
し
わ
け
程
度
の
も
の
で
、
物
価

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
、
今
期
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

日
程
第
三

報
告
第
四
号

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
今
期
臨
時
会
の
会
期
は
本
日
一
日
間
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、 専

決
処
分
に
つ
い
て

日
程
第
三
、
報
告
第
四
号
専
決
処
分
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

提
出
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）
登
壇
〕

0
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
報
告
第
四
号
は
、
去
る
一
ー
一
月
一
＝
＋
ー
日
公
布
、
翌
四
月
一
日
施
行
さ
れ
た
地
方
税
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
個
人
市
民
税
の
非
課
税
範
囲
の
拡
大
、
法
人
市
民
税
の
均
等
割
税
率
の
引
き
上
げ
及
び
軽
自
動
車
税

の
月
割
課
税
の
廃
止
等
に
つ
い
て
市
税
条
例
の
一
部
改
正
を
専
決
に
よ
り
行
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
審
議
い
た
だ
き
、
ご

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

提
出
理
由
の
説
明
は
、

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

お
聞
き
及
び
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
0

討
論
の
通
告
が
ま
い
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
発
言
を
許
し
ま
す
。

今
回
の
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
対
し
ま
し
て
国
会
の
場
に
お
き
ま
し
て
は
、
共
産
党
、
社
会
党
、
公
明
党
が
反
対
し
、

こ
の
一
＿
＿
党
が
修
正
案
を
対
峙
し
て
争
わ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
少
数
で
政
府
原
案
が
可
決
成
立
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
°
私
は
こ
の

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
市
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
の
主
な
問
題
点
を
四
日
市
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
含
め
て
明
ら
か
に
し
、

上
昇
を
調
整
す
る
ど
こ
ろ
か
、

イ
ン
フ
レ
で
名
目
所
得
の
上
昇
に
よ
り
実
質
増
税
と
な
り
、
さ
ら
に
、
市
民
税
を
基
礎
と
す
る
諸
負
担
の

増
大
を
押
し
つ
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
甚
礎
控
除
、
配
偶
者
控
除
等
の
引
き
上
げ
は
五
十
一
年
度
は
全
く
行
わ
れ
な
か
っ

た
に
も
か
か
わ
り
ま
せ
ず
、

五
十
二
年
度
は
わ
ず
か
に
各
一
万
円
、

ま
た
、
そ
の
他
の
控
除
額
の
引
き
上
げ
も
一
万
円
か
ら
二
万
円
と
き

ゎ
め
て
少
な
く
、
夫
婦
子
供
二
人
の
標
準
四
人
家
族
の
場
合
の
課
税
最
低
限
は
年
所
得
を
百
ー
―
―
十
万
九
千
円
か
ら
百
四
十
一
万
八
千
円
と

十
万
九
千
円
の
引
き
上
げ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
障
害
者
、
未
成
年
者
、
老
年
者
、
寡
婦
の
非
課
税
範
囲
も
わ
ず
か
に
十
万
円
の
引

き
上
げ
で
あ
り
，
均
等
割
非
課
税
の
所
得
限
度
額
も
二
万
円
の
引
き
上
げ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
私
は
せ
め
て
市
が
独
自
に
可
能
な
均
等
割
非

課
税
の
所
得
限
度
額
引
き
上
げ
の
上
積
み
を
今
回
の
市
税
条
例
改
正
の
機
会
に
実
施
す
る
よ
う
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ

れ
が
実
施
さ
れ
な
い
の
は
ま
こ
と
に
残
念
で
あ
り
ま
す
。

法
人
市
民
税
に
つ
き
ま
し
て
は
均
等
割
が
若
千
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
資
本
金
一
億
円
以
上
は
い
わ
ゆ
る
青
天
井
で
あ
る
た
め

大
企
業
に
と
っ
て
は
痛
く
も
か
ゆ
く
も
な
し
に
、
そ
し
て
、
税
負
担
の
不
公
正
を
正
す
こ
と
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
大
企
業
の
い
わ

次
に
、

日
程
第
二
、
会
期
の
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。
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〔
前
川
辰
男
君
登
壇
〕

前
川
辰
男
君
゜

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

提
案
理
由
の
説
明
は
‘

お
聞
き
及
び
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

市
長
。

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

日
程
第
四
議
案
第
六
二
号
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

ゆ
る
欠
損
法
人
が
こ
の
程
度
の
市
民
税
均
等
割
だ
け
の
負
担
と
い
う
こ
と
で
は
行
財
政
サ
ー
ビ
ス
に
も
全
く
見
合
わ
な
い
出
血
サ
ー
ビ
ス

°
私
は
法
人
市
民
の
均
等
割
に
つ
い
て
こ
の
際
大
企

で
ご
ざ
い
ま
す

を
今
後
も
続
け
る
こ
と
と
な
り
、
市
の
財
政
難
を
一
層
深
め
る
だ
け

業
法
人
に
対
し
て
は
せ
め
て
制
限
税
率
課
税
を
実
施
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
法
人
税
割
に
つ
い
て
も
現
在
法
人
の
大
小
を
問
わ
ず
一
律
に

標
準
税
率
と
制
限
税
率
の
中
間
税
率
を
課
税
し
て
い
る
の
を
、
中
小
法
人
に
は
標
準
税
率
に
戻
し
、
大
法
人
に
は
制
限
税
率
課
税
を
実
施

が
、
こ
れ
ま
た
実
行
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

均
等
割
非
課
税
の
所
得
限
度
額
の
湯
合
と
を
比
較
対
比
し
ま
す
と
、
大
企
業
法
人
に
は
有
利
に
、

．．
 
社
会

層
の
市
民
に
は
不
利
に
と
い
う
大
企
業
に
奉
仕
し
市
民
に
犠
牲
を
強
い
る
四
日
市
市
政
の
姿
を
端
的
に
見
る

ね
て
大
企
業
法
人
に
対
す
る
市
民
税
の
法
人
税
割
、
均
等
割
の
制
限
税
率
課
税
と
中
小
企
業
法
人
に
対
す
る

法
人
税
割
を
標
準
税
率
課
税
に
戻
す
こ
と
を
即
時
実
行
す
る
よ
う
強
く
求
め
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

固
定
資
産
税
に
つ
き
ま
し
て
は
電
力
会
社
の
変
電
、
送
電
施
設
の
特
例
措
置
か
ら
家
屋
を
除
外
す
る
な
ど
の
改
善
が
行
わ
れ
た
反
面
、

防
止
堤
の
非
課
税
措
置
の
新
設
や
、
石
油
コ
ソ
ビ
ナ
ー
ト
消
火
用
屋
外
給
水
施
設
防
油
堤
等
の
課
税
標
準
の

そ
の
他
の
大
企
業
の
固
定
資
産
税
に
対
す
る
不
公
正
、

い
る
こ
と
は
容
認
で
き
ま
せ
ん
0

電
気
税
に
つ
い
て
は
特
に
七
つ
の
非
課
税
品
目
が
除
外
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

の
深
い
品
目
は
依
然
非
課
税
の
特
例
措
置
が
続
け
ら
れ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

運
動
を
対
政
府
自
民
党
に
行
う
こ
と
を
強
く
望
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
私
の
反
対
討
論
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

本
件
は
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

0
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

起
立
多
数
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

次
に
、

日
程
第
四
、
議
案
第
六
十
二
号
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

〔
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）
登
壇
〕

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
第
六
十
二
号
は
、
本
市
の
教
育
委
員
会
委
員
の
う
ち
、
教
育
長
市
川
一
郎
氏
の
任

期
が
去
る
五
月
十
五
日
を
も
っ
て
満
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
後
任
の
委
員
と
し
て
山
鹿
静
夫
氏
を
任
命
い
た
し
た
い
と
存
じ
ご
提
案
申

し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
同
氏
の
経
歴
は
お
手
元
の
経
歴
書
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
ご
審
議
い
た
だ
き
、
ご
同
意
賜
り
ま
す
よ
う
お

こ
れ
よ
り
本
件
を
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

こ
れ
を
も
っ
て
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

特
例
新
設
の
ご
と
く
大
企
業
優
遇
措
置
を
と
り
、

石
油
コ
ソ
ビ
ナ
ー
ト
流
出
油

こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
は
重

的
に
弱
い
市
民
や
低
所
得
者

こ
れ
と
、

さ
き
に
述
べ
ま
し
た

す
る
こ
と
を
主
張
し
ま
し
た

こ
れ
が
早
期
廃
止
の
た
め
に
も
っ
と
効
果
的
な
強
力
な

四
日
市
に
関
係

不
当
な
特
例
を
温
存
継
続
し
て
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市
長
。

0
前
川
辰
男
君

見
が
出
て
、
年
齢
的
な
も
の
が
た
し
か
そ
の
中
に
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
簡
単
に
申
し
上
げ
ま
す
の
で
、

市
長
に
お
尋
ね
し
ま
す
が
、
前
回
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
教
育
委
員
の
任
命
に
当
た
り
ま
し
て
若
干
の
意

こ
の
場
合
も
大
正
一

i

＿
年
の
八
月
と
い
い
ま
す
と
六
十
二
歳
で
す
か
、
人
員
の
刷
新
と
い
う
こ
と
、
年
齢
の
若
返
り
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言

わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、

る
意
思
が
あ
る
か
ど
う
か
、

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

ー
つ
だ
け
お
尋
ね
し
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
山
鹿
さ
ん
の
場
合
に
市
長
は
一
期
で
と
ど
め
ら
れ

そ
れ
だ
け
お
伺
い
し
て
お
き
ま
す
。

〔
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）
登
壇
〕

そ
の
他
省
き
ま
す
け
れ
ど
も
、

お
答
え
い
た
し
ま
す
。
六
十
二
歳
と
い
う
年
齢
は
、
私
は
最
近
の
社
会
経
済
情
勢
か
ら
言
っ
て
そ
う
お
年
寄

り
と
い
う
年
齢
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に
は
思
っ
て
お
り
ま
す
し
、
山
鹿
先
生
ご
本
人
は
大
変
お
元
気
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し

て
、
先
生
と
し
て
十
分
ご
活
躍
を
い
た
だ
け
る
年
齢
だ
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

一
期
に
と
ど
め
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
問
題
と
し
て
十
分
考
え
て
、
先
生
と
も
ご
相
談
申
し
上
げ
な
が
ら
対
処
し
て
ま
い

い
つ
も
市
長
の
答
え
は
大
体
型
に
は
ま
っ
て
き
た
よ
う
で
、
議
員
の
立
場
か
ら

い
き
ま
す
と
い
う
と
は
な
は
だ
ど
う
も
上
手
に
答
え
る
け
れ
ど
も
物
足
ら
な
い
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
ん
で
す
。

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

市
長
は
勘
違
い
し
て
も
ら
っ
ち
ゃ
困
る
ん
で
す
よ
。
現
在
ど
う
と
い
う
こ
と
を
私
は
言
っ
て
い
な
い
ん
で
す
°
任
期
は
た
し
か
四
年
だ

四
年
た
っ
た
と
き
に
や
は
り
年
齢
は
四
歳
ふ
え
る
わ
け
で
す
ね
。
な
ぜ
私
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
と
い

い
ま
ま
で
の
論
議
の
中
に
そ
う
い
う
意
見
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
っ
と
、

そ
れ
か
ら
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
た

て
い
な
い
。
果
た
し
て
こ
れ
で
い
ま
た
く
さ
ん
教
育
問
題
に
つ
い
て
問
題
に
な
っ
て
お
る
こ
と
を
前
向
き
の
姿
勢
で
意
欲
的
に
取
り
組
ん

で
解
決
を
し
前
進
を
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い
う
心
配
が
恐
ら
く
私
だ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
市
長
の
当

た
り
さ
わ
り
の
な
い
お
答
え
が
あ
っ
て
も
で
す
よ
、
四
年
先
に
そ
ん
な
考
え
方
を
持
っ
て
も
ら
っ
て
た
場
合
に
私
た
ち
は
果
た
し
て
そ
れ

は
イ
ニ
ス
と
言
う
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
ひ
と
つ
よ
く
記
憶
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
以
上
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
訓
覇
也
男
君
登
壇
〕

訓
覇
也
男
君
゜

や
は
り
年
齢
の
こ
と
に
こ
だ
わ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
話
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
年
齢
が
来
た
教
職
員
の
方
を
、

「
も
う
お
や
め
に
な
っ
て
は
ど
う
で
す
か
」
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
毎
年
年
度
末
に
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
教
育
長
が
呼
ん
で

「
ど
う
で
す
か
」
と
言
い
ま
し
た
ら
、
そ
の
先
生
は
「
教
育
長
の
年
は
幾
つ
で
す
か
」
と
言
っ
た
ら
も
う
黙
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
の
と
こ
に
市
長
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
さ
れ
ま
す
か
。
や
っ
ぱ
り
教
職
員
の
年
齢
を
も
っ
と
上
げ
る
こ
と
を
お
考
え
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
か
、

ち
よ
っ
と
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）
登
壇
〕

0
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）

教
育
長
と
い
う
仕
事
、
こ
れ
は
学
校
教
育
、
社
会
教
育
そ
の
他
す
べ
て
を
含
み
ま
す
の
で
、
か
な
り
人
生
と
―

●
ぅ
も
の
に
対
し
て
経
験
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
教
職
員
の
定
年
の
問
題
と
教
―

〇
訓
覇
也
男
君

ち
、
こ
れ
を
選
ぶ
場
合
に
ー
つ
の
パ
ク
ー
ソ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

一
定
の
。
＾
ク
ー
ソ
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
れ
か
ら
ち
っ
と
も
脱
皮
し

く
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

い
ま
ま
で
四
日
市
が
教
育
委
員
、
特
に
行
政
担
当
官
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る
教
育
長
に
予
定
さ
れ
る
人
た

ヽ

こ
っ
と

0
前
川
辰
男
君
大
変
そ
つ
の
な
い
優
等
生
の
答
え
で
、

〔
前
川
辰
男
君
登
壇
〕

前
川
辰
男
君
゜

り
た
い
と
、

か
よ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

市
長
。
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日
程
第
五
議
案
第
六
三
号
人
権
擁
護
委
員
の
推
せ
ん
に
つ
ぃ
て

本
件
は
、

こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

こ
れ
を
も
っ
て
討
論
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

に
お
き
ま
し
て
も
、

育
長
の
年
齢
の
問
題
と
は
私
は
直
接
的
な
関
連
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
た
だ
、
問
題
は
教
育
行
政
の
上
で

抱
え
て
お
り
ま
す
大
変
多
く
の
問
題
を
先
ほ
ど
ご
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
意
欲
的
に
処
理
し
て
い
く
だ
け
の
フ
ァ
イ
ト
が
あ
る
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
そ
の
点
に
つ
い
て
山
鹿
先
生
を
信
頼
し
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ

い
ま
す
の
で
、
お
答
え
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し

い
ま
の
発
言
、
幾
ら
や
じ
で
も
ね
、

い
つ
で
も
こ
う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
か
ら
ね
。
少
し
ま
じ
め
な
態
度
で
臨
ん
だ

ら
ど
う
で
す
か
。
そ
う
い
う
妨
害
す
る
よ
う
な
こ
と
を
や
め
た
ら
ど
う
で
す
か
。

教
育
委
員
の
任
命
に
反
対
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
山
鹿
静
夫
氏
の
人
物
の
是
非
に
つ
い
て
は
判
断
す
る
材
料
を
持
ち
ま
せ
ん
°
経
歴

書
一
枚
と
い
う
こ
と
で
こ
の
種
の
人
事
選
任
案
件
の
は
か
り
方
に
つ
い
て
は
、

ま
す
が
、
改
め
ら
れ
な
い
の
を
非
常
に
残
念
に
思
い
ま
す
。
た
だ
、
先
ほ
ど
も
指
摘
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
年
齢
の
問
題
に
つ
い
て

は
特
に
若
い
人
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
番
目
の
問
題
は
、
・
教
育
委
員
、
今
回
の
場
合
は
教
育
長
と
い
う
形
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
外
か
ら
登
用
す
る
こ
と
に
疑
問
を
持
つ
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
°
教
育
委
員
会
の
委
員
が
公
選
制
か
ら
任
命
制
に
な
っ
て
久
し
い
わ
け
で
す
が
、
任
命
制
の
た
め
に
教
育
委
員
会
制
度

が
形
骸
化
し
そ
の
機
能
を
発
揮
し
得
て
い
な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
四
日
市
の
場
合
も
四
日
市
の
教
育
行
政
そ
れ
自
体
の
推
進
と
い
う
面

一
般
行
政
と
の
関
係
調
整
と
い
う
面
に
お
き
ま
し
て
も
少
な
か
ら
ず
問
題
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
こ
で
一
々
そ
の
具
体
的
な
問
題
点
を
挙
げ
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
う
し
た
点
を
正
し
て
い
く
上
で
も
こ
の
際
は
外
部
か
ら
の
登
用

を
や
め
て
、
．
市
の
内
部
か
ら
登
用
し
、
そ
し
て
、
立
ち
お
く
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
四
日
市
の
教
育
の
振
興
を
急
速
に
図
っ
て
い
っ
て
い
た

だ
き
た
い
。
こ
う
い
う
観
点
か
ら
反
対
を
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

こ
れ
よ
り
本
件
を
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。

〔
賛
成
者
起
立
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

起
立
多
数
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

0
小
井
道
夫
君

〔
私
語
す
る
者
あ
り
〕

〔
小
井
道
夫
君
登
壇
〕

小
井
道
夫
君
゜

討
論
の
通
告
が
あ
り
ま
す
の
で
、
発
言
を
許
し
ま
す
。

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。

た。 0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

他
に
ご
質
疑
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

他
に
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

か
ね
て
か
ら
改
善
を
主
張
し
続
け
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
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.0議
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

な
お
、
再
開
は
午
後
八
時
と
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

次
に
、

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

0
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）

弘
氏
、
北
條
了
典
氏
の
三
氏
の
任
期
が
、
来
る
五
月
三
十
一
日
満
了
い
た
し
ま
す
の
で
、
後
任
の
委
員
と
し
て
い
ず
れ
も
同
氏
を
推
せ
ん

な
お
、
各
氏
の
経
歴
は
お
手
元
の
経
歴
書
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
ご
審
議
い
た
だ
き
、
ご
同
意
賜
り
ま
す
よ
う
お

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
第
六
十
＿
＿
一
号
は
、

提
案
理
由
の
説
明
は
、

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

午
後
八
時
一
分
再
開

午
後
五
時
―
―
-
＋
六
分
休
憩

日
程
第
五
、
議
案
第
六
十
―
―
ー
号
人
権
擁
護
委
員
の
推
せ
ん
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

本
件
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

四
日
市
地
区
の
人
権
擁
護
委
員
の
う
ち
、
山
森
金
平
氏
、
千
種

お
聞
き
及
び
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る
こ

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

午
後
一
時
―
―
-
＋
二
分
休
憩

午
後
五
時
一
＿
＿
十
五
分
再
開

こ
の
際
、
本
日
の
会
議
時
間
は
議
事
の
都
合
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
延
長
い
た
し
ま
す
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

〔
理
事
者
退
席
〕

こ
の
際
、
理
事
者
は
退
席
を
願
い
ま
す
。

0
議
長

（
山
口
信
生
君
）

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

こ
れ
よ
り
本
件
を
採
決
い
た
し
ま
す
。

と
に
決
し
ま
し
た
。

あ
り
ま
せ
ん
か
。

別
段
ご
質
疑
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

ご
質
疑
が
あ
り
主
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

い
た
し
た
い
と
存
じ
、
ご
提
案
申
し
上
げ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

〔
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）
登
壇
〕

市
長
。
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〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
今
期
臨
時
会
の
会
期
は
、

本
日
一
日
間
と
議
決
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
議
事
の
都
合
に
よ
り
、

会
期
の
延
長
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

日
程
追
加

会
期
の
延
長
に
つ
い
て

り
ま
せ
ん
か
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

と
、
一
こ
う
い
う
よ
う
な
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、

vヽ
vヽ
ヵ~
ヽ

午
後
十
時
一
分
再
開

議
長
に
お
伺
い
い
た
し
ま
す
が
、
議
事
日
程
第
五
ま
で
は
済
ま
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
第
六
以
降
に
つ
い
て
は
特

に
議
題
に
も
あ
が
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
午
後
か
ら
長
時
間
に
わ
た
っ
て
休
憩
の
連
続
で
ご
ざ
い
ま
す
。
昨
年
の
経
験
に
照
ら
し
て
も
こ

と
し
は
そ
の
轍
を
踏
ま
な
い
よ
う
に
し
て
い
く
の
が
当
然
だ
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
後
議
長
と
し
て
は
議
事
進
行
を
ど
の

よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
次
の
残
さ
れ
た
議
題
の
処
理
に
つ
い
て
議
長
の
お
考
え
を
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
し
、
市
民
の
批

議
長
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
う
い
う
事
態
を
予
測
し
て
お
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
代
表
者
会
議
の
と
き
に
選

考
を
十
四
、
十
五
、
十
六
と
し
て
く
れ
と
私
は
頼
ん
で
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
代
表
者
の
方
々
は
一
日
で
結
構
だ

と
何
遍
か
念
を
押
し
て
お
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
押
し
切
っ
た
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
°
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
こ
と
で
私
は
申
し
ま
せ
ん
。

一
時
と
い
た
し
ま
し
て
、
そ
の
問
に
議
運
を
開
い
て
議
運
の
皆
様
の
ひ
と
つ
お
知
恵
を
拝
借
し
て
今
後
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
際
会
期
の
延
長
に
つ
い
て
を
日
程
に
追
加
し
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。

よ
っ
て
、
こ
の
際
会
期
の
延
長
に
つ
い
て
を
日
程
に
追
加
し
、
議
題
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

議
題
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

午
後
十
一
時
二
分
再
開

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

再
開
を
十
一
時
と
い
た
し
ま
す
。

以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。

小
井
君
の
質
問
に
お
答
え
い
た
し
ま
す
。

判
を
受
け
な
い
見
識
の
あ
る
お
答
え
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

0
小
井
道
夫
君

〔
小
井
道
夫
君
登
壇
〕

小
井
道
夫
君
゜

〔
発
言
を
求
め
る
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

再
開
は
、
午
後
十
時
と
い
た
し
ま
す
。

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

午
後
＋
時
四
分
休
憩

午
後
八
時
二
分
休
憩

一

会
期
を
五
月

21一

こ
れ
に
ご
異
議
あ

こ
れ
か
ら
の
や
り
方
を
申
し
ま
す
る
が
、
再
開
を
十
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昭
和
五
十
二
年
五
月
十
八
日

四

四

日

市

市

議

会

臨

時

会

会

議

録

日

市

市

議

会

（
第
二
号
）

午
後
十
一
時
四
分
延
会

十
八
日
ま
で
一
日
間
延
長
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕
．

．

 

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
会
期
は
五
月
十
八
日
ま
で
の
一
日
間
延
長
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
日
の
会
議
は
、
こ
の
程
度
に
と
ど
め
、
延
会
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
日
は
こ
れ
を
も
っ
て
延
会
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

八
日
午
前
零
時
よ
り
会
議
を
開
き
ま
す
。

次
回
は
、
五
月
十

本
日
は
、
こ
れ
を
も
っ
て
延
会
い
た
し
ま
す
。
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0
出
席
議
員
（
四
十
一
＿
＿
名
）

0
本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件

第

議
案
第
六
四
号

第
一
〇

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

第

九 昭
和
五
十
二
年
五
月
十
八
日
（
水
）

選
挙
第
一
＿
一
号

選
挙
第
四
号

発
識
第
一
号

選
挙
第
五
号

選
挙
第
七
号

選
挙
第
八
号

発
議
第
二
号

咀
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

四
日
市
‘
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

議
事
日
程
の
と
お
り

監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
・
…
…
…
.......... ;
 ... -
・
…
…
・
・
議
案
説
明
・
・
・
・
・
・
質
疑
、
討
論
、
議
決

北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

第

八

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

第

七

選

挙

第

六

号

一
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

第

9 -

/‘ 

第

五

第

四

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

第

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

第

四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

第

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

0
議

事

日

程

第

二

号

午
前
零
時
開
議

・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
議
決
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〇
議
長
（
山
口
信
生
君
）

暫
時
、

休
憩
前
に
引
き
続
き
、

休
憩
い
た
し
ま
す
。

い
い
た
し
ま
す
。

本
日
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
お
手

会
議
を
開
き
ま
す
。

し
た
議
事
日
程
第

午
前
零
時
三
分
休
憩

た
だ
い
ま
か
ら
、
本
日
の
会
議
を

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
一
―
―

0
議
長
（
山
口
信
生
君
）

皆
さ
ん

お
は
よ
う
ご
ざ

開
き
ま
す
。

十
四
名
で
あ
り

元
に
配
布
し
ま

二
号
に
よ
り
と

ま
す
。

い
ま
す
。

（
笑
声
、一

＇午後一、
1

時

午
前
零
時

西 山

再
開

り
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
の
で

0
出
席
事
務
局
職
員

二
分
開
議

四
十
三
分

主

事

ロ ロ

克

徹

、
よ
ろ
し
く
お
願

主

事

彦

議

事

係

長

板

崎

大

之

丞

議

事

課

長

小

坂

靖

事

務

局

長

佐

々

木

晃

精

総

務

部

長

阿

南

輝

彦

市

長

公

室

長

1 ̂ 

/‘ 

田

猶

裕

収

入

役

乎

井

清

助

役

坂

倉

哲

男

助

役

輪

喜

代

司

〇
欠
席
議
員
(
-
名
）

0
議
事
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者

市

長

加

藤

寛

嗣

増

山

英

山

本

勝

山 山

剛

山

ロ

森 松

島

前

中 路 JII 

忠 信 安 良 辰

生 吉 男
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〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

投
票
用
紙
を
配
布
い
た
さ
せ
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、

〔
山
口
信
生
君
登
壇
〕

0
山
口
信
生
君

私
の
一
番
記
憶
に
残
る
こ
と
は
、
十
一
＿
一
年
間
、

四
十
三
名
で
あ
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
私
の
一
生
の
思
い
出
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
二
年
間
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
る
と
、
本

当
に
多
事
多
難
の
と
き
で
あ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
の
事
故
も
な
く
無
事
故
で
こ
れ
で
退
任
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
こ
と
は
ひ
と
え
に
皆
さ
ん
の
ご
指
導
、
ご
協
力
の
た
ま
も
の
と
私
は
心
か
ら
皆
さ
ん
に
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ど
う
か
今
後
と
も
皆
さ
ん
の
ご
指
導
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、
私
の
退
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と

日
程
第
二

選
挙
第
三
号

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

〔
議
場
閉
鎖
〕

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

〔
投
票
用
紙
配
布
〕

四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

次
に
、
日
程
第
二
、
選
挙
第
三
号
四
日
市
市
議
会
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
、
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〔
拍
手
〕

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
年
交
代
の
議
長
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
私
が
初
め
て
二
年
連
続
議
長
に
な
っ
た

皆
さ
ん
、
長
い
問
本
当
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

〔
拍
手
〕

退
任
議
長
の
あ
い
さ
つ
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ご
清
聴
を
願
い
ま
す
。

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

四
日
市
市
議
会
議
長

四
日
市
市
議
会
副
議
長

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

殿
山

口

信

生

昭
和
五
十
二
年
五
月
十
八
日

〔
議
事
課
長
（
小
坂
靖
君
）
朗
読
〕

辞
．
職

願

議
長
を
交
代
い
た
し
ま
す
。

日
程
第

日
程
第
一
、

0
議

長

（

山

口

信

生

君

）

四

日

市

市

議

会

議

長

の

辞

職

に

つ

い

て

を

議

題

と

い

た

し

ま

す

。

本
件
は
、
私
の
一
身
上
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
退
席
い
た
し
ま
す
。

〔
議
長
（
山
口
信
生
君
）
退
席
、
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）
着
席
〕

議
長
山
口
信
生
君
か
ら
、
議
長
の
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
辞
職
願
を
朗
読
い
た
さ
せ
ま
す
。

今
般
都
合
に
よ
り
、
四
日
市
市
議
会
議
長
を
辞
職
い
た
し
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
山
口
信
生
君
の
議
長
の
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
山
口
信
生
君
の
議
長
の
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

四
日
市
市
議
会
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て
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余
る
光
栄
と
感
激
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
ま
す
。

一
言
ご
あ
い
さ
つ
を
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
拍
手
〕

大
谷
喜
正
君
、
ご
あ
い
さ
つ
を
願
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、

有
効
投
票

無
効
投
票

有
効
投
票
中

大
谷
喜
正
君

伊
藤
信
一
君

四
十
一
＿
＿
票

二
十
二
票

二
十
票

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
十
一
票
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
大
谷
喜
正
君
が
四
日
市
市
議
会
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

〔
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

た
だ
い
ま
の
選
挙
に
お
き
ま
し
て
、

は
か
ら
ず
も
私
ご
と
き
が
栄
誉
あ
る
四
日
市
市
議
会
議
長
に
ご
選
任
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
身
に

小
井
道
夫
君

一
票

0
票

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

投
票
総
数
四
十
一
＿
＿
票

選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

〔
開

票
〕

〔
立
会
人
登
壇
〕

し
ま
す
。
よ
っ
て
両
君
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

会
議
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
森
．
安
吉
君
及
び
古
市
元
一
君
を
指
名
い
た

〔
議
場
開
鎖
〕

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
投

票
〕

そ
れ
で
は
、
順
次
投
票
を
願
い
ま
す
。

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
は
、
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
一
名
記
入
願
い
ま
す
。

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

〔
投
票
箱
点
検
〕

〇
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

配
布
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。
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〇
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

日
程
第
四

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て

〔
拍
手
〕

て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

0
野
崎
貞
芳
君

Q

拍
手
〕

野
崎
貞
芳
君
、
ご
あ
い
さ
つ
願
い
ま
す
。

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

殿

野

崎

貞

芳

辞

職

願

〔
議
事
課
長
（
小
坂

辞
職
願
を
朗
読
い
た
さ
せ
ま
す
。

副
議
長
野
崎
貞
芳
君
か
ら
副
議
長
の
辞
職
願
が
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
す
。

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て

〔
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）
退
席
、
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）
着
席
〕

日
程
第
一
―
―

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

本
件
は
、
野
崎
貞
芳
君
の
一
身
上
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
同
君
の
退
席
を
求
め

〔
副
議
長
（
野
崎
貞
芳
君
）
退
席
〕

〇
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

今
般
都
合
に
よ
り
、

四
日
市
市
議
会
議
長

〔
議
場
閉
鎖
〕

次
に
、

日
程
第
三
、

靖
君
）
朗
読
〕

四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
辞
職
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

四
日
市
市
議
会
刷
議
長
を
辞
職
い
た
し
た
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

昭
和
五
十
二
年
五
月
十
八
日

四
日
市
市
議
会
副
議
長

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

選
挙
第
四
号

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
野
崎
貞
芳
君
の
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
野
崎
貞
芳
君
の
副
議
長
の
辞
職
を
許
可
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

〔
野
崎
貞
芳
君
議
場
中
央
に
進
む
〕

副
議
長
の
重
責
を
無
事
全
う
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
は
、

の
と
深
く
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
市
勢
進
展
の
た
め
に
ま
す
ま
す
勉
強
し
て
皆
様
の
ご
期
待
に
沿
え
る
よ
う
に
努
め
た
い
と
存
じ

次
に
、

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

ひ
と
え
に
議
員
各
位
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
の
た
ま
も

日
程
第
四
、
選
挙
第
四
号
四
日
市
市
議
会
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

〔
拍
手
〕

か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ご
承
知
の
と
お
り
議
会
歴
も
浅
い
私
が
、
大
先
輩
が
数
多
く
お
い
で
の
中
を
今
後
の
議
会
運
営
に
当
た
ら
せ
て
い
た
だ
く
上
に
お
き
ま

し
て
は
、

さ
ぞ
い
ろ
い
ろ
と
皆
さ
ん
方
か
ら
ご
指
摘
な
り
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
す

が
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
任
を
さ
れ
ま
し
た
以
上
は
粉
骨
砕
身
も
っ
て
そ
の
職
務
に
精
励
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
何
分
と
も
ご
庇
護
の
上
、
ご
鞭
撻
、
ご
指
導
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
ご
あ
い
さ
つ
に
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小
井

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

道
夫
君

有
効
投
票
中

長
谷
川
鐸
元
君

青
山

峯
男
君

一
票

一
票

四
十
一
票

0
票

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

〔
投
票
用
紙
配
布
〕

（
大
谷
喜
正
君
）

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
ぁ
り
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

盆
投
票
箱
点
検
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
は
、
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
一
名
記
入
願
い
ま
す
。

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

〔
議
場
開
鎖
〕

〇
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）
開
票
を
行
い
ま
す

会
議
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
後
藤
長
六
君
及
び
乎
野
行
信
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

投
票
総
数
四
十
―
-
＿
票

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、

有
効
投
票

無
効
投
票

四
十
一
＿
＿
票

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
十
一
票
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
長
谷
川
鐸
元
君
が
、

〔
立
会
人
登
壇
〕

〔
開
票
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

よ
っ
て
、
両
君
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

配
布
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

盆
投
票
〕

そ
れ
で
は
、
順
次
投
票
願
い
ま
す
。

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

0
議
長

投
票
用
紙
を
配
布
い
た
さ
せ
ま
す
。

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、
四
十
三
名
で
あ
り
ま
す
。

四
日
市
市
議
会
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。
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小
川
四
郎
君

福
田
香
史
君

長
谷
川
鐸
元
君
、
ご
あ
い
さ
つ
を
お
願
い
い
た
し
主
す
。

〔
副
議
長
（
長
谷
川
鐸
元
君
）
議
場
中
央
に
進
む
〕

今
回
の
副
議
長
の
選
挙
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
ご
と
き
者
に
か
く
も
絶
大
な
る
ご
支
援
を
賜
り
ま
し
て
ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

先
ほ
ど
も
お
話
が
ご
ざ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
大
先
輩
の
優
秀
な
方
々
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
中
で
、
副
議
長
と
い
う
大
任
を
拝
し

ま
し
た
そ
の
責
務
の
重
大
さ
を
痛
感
い
た
し
ま
す
と
き
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
が
、
今
後
は
全
力
投
球
を
も
っ
て
大
谷

議
長
と
と
も
に
、
議
会
運
営
円
満
の
た
め
に
力
い
っ
ば
い
が
ん
ば
る
決
心
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
ご
指
導
、
ご
鞭
撻

を
賜
り
ま
す
よ
う
、

一
言
箭
単
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

こ
の
際
、
本
日
の
会
議
時
間
は
議
事
の
都
合
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
を
延
長
い
た
し
ま
す
。

青
山
峯
男
君

次
に
、

高
橋
カ
一
＿
＿
君

山
口
信
生
君

田
中
基
介
君

以
上
の
十
一
・
人
を
総
務
委
員
会
委
員
に
、

坪
井
妙
子
君

訓
覇
也
男
君

増
山
英
一
君

伊
藤
信
一
君

野
呂
平
和
君

以
上
の
十
一
人
を
教
育
民
生
委
員
会
委
員
に
、

高
井
一
ー
ー
夫
君

大
森
多
喜
三
君

小
井
道
夫
君

小
林
喜
夫
君

長

谷

川

鐸

元

君

出

井

博

君

生
川
乎
蔵
君

粉

川

茂

君

大
谷
喜
正

日
程
第
五
、
発
議
第
一
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま

山
中
忠
一
君

古
市
元
一
君

野
崎
貞
芳
君

前
川
辰
男
君

天
春
文
雄
君

坂
口
正
次
君

お
は
か

n
い
た
し
ま
す
°
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、

す。 〇
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

日
程
第
五
発
議
第
一
号
四
日
市
市
議
会
常
任
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

午
後
七
時
一
分
再
開

午
後
五
時
一
＿
＿
十
二
分
休
憩

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

午
後
一
＿
一
時
十
二
分
休
憩

午
後
五
時
一
＿
＿
十
一
分
再
開

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

〔
拍
手
〕

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
礼
並
び
に
ご
あ
い
さ
つ
に
か
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
こ
と
に
あ
り

ま
し
た
。
心
か
ら
厚
く
お
礼
を
申
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

〇
副
議
長
（
長
谷
川
鐸
元
君
）

一
言
お
礼
の
ご
あ
い
さ
つ
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
諸
君
を
、

人
と
定
め
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

古
市
元
一
君

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

野
崎
貞
芳
君

山
口
信
生
君

青
山
峯
男
君

天
春
文
雄
君

粉

川

茂

君

田
中
基
介
君

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に
、

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

挙
を
行
い
ま
す
。

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

次
に
、

日
程
第
六
、
選
挙
第
五
号
四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
七
人
の
補
欠
選

日
程
第
六

選
挙
第
五
号

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

L

建
設
委
員
会
｀
委
員
長

橋
本
増
蔵
君

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

副
委
員
長

中
村
信
夫
君

産
業
公
営
企
業
委
員
会

委
員
長
↓
山
本

勝

君

副

委

員

長

教
育
民
生
委
員
会

委
員
長

副
委
員
長

委

員

長

粉

川

茂

君

副

委

員

長

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

山
本

金
森

以
上
の
十
一
人
を
産
業
公
営
企
業
委
員
会
委
員
に
、

後

藤

長

六

君

堀

新

兵

衛

君

．

森岩
田
久
雄
君

中
村
信
夫
君

宇
治
田
良
市
君

加
藤
定
男
君

以
上
の
十
一
人
を
建
設
委
員
会
委
員
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）
ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

休
憩
中
に
各
常
任
委
員
会
に
お
い
て
、
正
副
委
員
長
の
互
選
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

総
務
委
員
会

訓
覇
也
男
君

山
路

剛
君

橋
本
増
蔵
君

喜
多
野

等
君

正
君

後
藤
寛
次
君

川
口
洋
二
君

小
林
博
次
君

勝
君

高
木

懃
君

松
島
良
一
君

平
野
行
信
君

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
そ
れ
ぞ
れ
の
常
任
委

田
中
基
介
君

野
呂
乎
和
君

安
吉
君

午
後
七
時
五
十
一
分
再
開

大
森
多
喜
一
＿
＿
君

そ
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

さ
よ
う
取
り
計
ら
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

四
日
市
、
菰
野
、
川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
の
当
選

午
後
七
時
五
分
休
憩
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〔
投
票
〕

そ
れ
で
は
、
順
次
投
票
願
い
ま
す
。

青
山
峯
男
君

野
崎
貞
芳
君

古
市
元
一
君

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

選
挙
第
七
号

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

議
場
の
閉
鎖
を
命
じ
ま
す
。

〔
議
場
閉
鎖
〕

（
大
谷
喜
正
君
）

〔
投
票
用
紙
配
布
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

投
票
箱
を
改
め
さ
せ
ま
す
。

〔
投
票
箱
点
検
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

念
の
た
め
申
し
上
げ
ま
す
。

投
票
用
紙
を
配
布
い
た
さ
せ
ま
す
。

0
議
長

た
だ
い
ま
の
出
席
議
員
数
は
、

日
程
第
八

四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

病
舎
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

を
指
名
い
た
し
ま
す
。 粉

川

茂

君

田
中
基
介
君

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
諸
君
を
、
三
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

日
程
第
八
、
選
挙
第
七
号
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
四
人
の
補
欠
選
挙
を
行
い
ま
す
。

投
票
用
紙
の
配
布
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

配
布
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

異
状
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
は
、
単
記
無
記
名
で
あ
り
ま
す
。
投
票
用
紙
に
被
選
挙
人
の
氏
名
を
一
名
記
入
願
い
ま
す
。

酒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
に
、

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〇
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

川
越
、
朝
日
地
区
衛
生
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

日
程
第
七
選
挙
第
六
号

四
十
一
名
で
あ
り
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

次
に
、

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
七
人
の
諸
君
が
、
四
日
市
、
菰
野
、

_
＿
＿
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

日
程
第
七
、
選
挙
第
六
号
一
＿
＿
洒
伝
染
病
隔
離
病
舎
組
合
議
会
議
員
五
人
の
補
欠
選
挙
を
行
い
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し

さ
よ
う
取
り
計
ら
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
五
人
の
諸
君
が
、
三
洒
伝
染
病
隔
離
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0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。

〇
議
長

日
程
第
九

が
、
四
日
市
港
管
理
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

出

井

博

君

喜

多

野

等

君

青
山
峯
男
君

よ
っ
て
、

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
選
挙
の
法
定
得
票
数
は
、
三
票
で
あ
り
ま
す
。

選
挙
第
八
号

（
大
谷
喜
正
君
）

次
に
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

後
藤
寛
次
君

北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
補
欠
選
挙
に
つ
い
て

日
程
第
九
、
選
挙
第
八
号
北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
五
人
の
補
欠
選
挙
を
行
い
ま
す
。

選
挙
の
方
法
は
、
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指
名
の
方
法
は
議
長
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

小

井

道

夫

君

一
票

青

山

峯

男

君

九

票

後

藤

寛

次

君

十

票

喜

多

野

等

君

十

票

出

井

博

君

十

一

票

そ
の
う
ち
、

有
効
投
票

有
効
投
票
中

無
効
投
票

0
票

四
十
一
票

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
出
席
議
員
数
に
符
合
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

投
票
総
数

選
挙
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

盆開

票
〕

〔
立
会
人
登
壇
〕

投
票
漏
れ
な
し
と
認
め
ま
す
。

投
票
を
終
了
い
た
し
ま
す
。

議
場
の
閉
鎖
を
解
き
ま
す
。

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

正
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。

四
十
一
票

開
票
を
行
い
ま
す
。
会
議
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
立
会
人
に
高
木

よ
っ
て
、
両
君
の
立
ち
会
い
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

〔
議
場
開
鎖
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

投
票
漏
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

さ
よ
う
取
り
計
ら
う
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

勲
君
及
び
金
森
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以
上
の
十
一
人
を
都
市
再
開
発
特
別
委
員
会
委
員
に
、

訓
覇
也
男
君

小
林
博
次
君

前
川
辰
男
君

高

木

勲

君

長

谷

川

鐸

元

君

大
谷
喜
正

小
林
喜
夫
君

小
川
四
郎
君

堀

新

兵

衛

君

生

川

平

蔵

君

出

井

博

君

森

安

吉

君

喜

多

野

等

君

伊
藤
信
一
君

大
森
多
喜
ー
ー
ー
君

後
藤
寛
次
君

りヽ 〇
議
長

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
諸
君
を
、
北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
の
当
選
人
と
定
め
る
こ

と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

日
程
第
一
〇

発
議
第
二
号

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

公
害
並
び
に
災
害
の
防
止
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
、
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
公
災
害
対
策
特
別
委
員
会
、

今
後
の
陸
上
交
通
体
系
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
交
通
対
策
特
別
委
員
会
、

都
市
再
開
発
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
都
市
再
開
発
特
別
委
員
会
、

地
域
社
会
の
問
題
と
そ
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
十
一
人
の
委
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
地
域
対
策
特
別
委
員
会
、

以
上
の
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
議
会
の
閉
会
中
も
付
託
事
件
に
つ
い
て
調
査
研

究
が
～
で
き
る
も
の
と
し
、

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

（
大
谷
喜
正
君
）

青
山
峯
男
君

田
中
基
介
君

山
口
信
生
君

平
野
行
信
君

高
井
―
-
＿
夫
君

後
藤
寛
次
君

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

次
に
、
日
程
第
七

発
議
第
二
号
四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

か
つ
本
調
査
研
究
が
終
了
す
る
ま
で
委
員
会
は
存
続
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
設
置
さ
れ
ま
し
た
特
別
委
員
会
の
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ

坪
井
妙
子
君

以
上
の
十
一
人
を
公
災
害
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

高
橋
ヵ
―
―
ー
君

福
田
香
史
君

野
崎
貞
芳
君

橋
本
増
蔵
君

加
藤
定
男
君

増
山
英
一
君

宇
治
田
良
市
君

古
市
元
一
君

野
呂
平
和
君

以
上
の
十
一
人
を
、
交
通
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、

岩
田
久
雄
君

中
村
信
夫
君

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
市
議
会
に
、

四
日
市
市
議
会
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

売
市
場
組
合
議
会
議
員
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。

を
指
名
い
た
し
ま
す
。

高
井
―
-
＿
夫
君
山
本
勝
君

川
口
洋
二
君

小
林
博
次
君

北
勢
公
設
地
方
卸
売
市
場
組
合
議
会
議
員
に
、

た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
五
人
の
諸
君
が
、
北
勢
公
設
地
方
卸

さ
よ
う
決
し
ま
し
た
。
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，，， 

あ
り
ま
せ
ん
か
。

坂
口
正
次
君

金

森

正

君

以
上
の
十
一
人
を
、
，
地
域
対
策
特
別
委
員
会
委
員
に
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

〇
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

休
憩
前
に
引
き
続
き
、
会
議
を
開
き
ま
す
。

休
憩
中
に
各
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
正
副
委
員
長
の
互
選
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、

、
宇
治
田
良
市
君
副
委
員
長

公
災
害
対
策
特
別
委
員
会
天
委
員
長

以
上
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

日
程
第
一
―

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

て、

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ

ヽ

次
に

古
市
元
一
君

日
程
第
十
一
、
議
案
第
六
十
四
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

本
件
は
、
高
井
三
夫
君
の
一
身
上
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
ま
す
の
で
、
同
君
の
退
席
を
求
め
ま
す
。

〔
高
井
―
-
＿
夫
君
退
席
〕

〇
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

0
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。

〔
市
長
（
加
藤
寛
嗣
君
）
登
壇
〕

た
だ
い
ま
ご
上
程
の
議
案
第
六
十
四
号
は
、
議
会
の
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
監
査
委
員
と
し
て
、
高
井

―
―
ー
夫
氏
を
ご
選
任
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ご
同
意
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

提
案
理
由
の
説
明
は
、

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

お
聞
き
及
び
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

お
は
か
り
い
た
し
ま
す
。
本
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
ご
異
議

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

別
段
ご
質
疑
も
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。

ご
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
発
言
願
い
ま
す
。

市
長
。

議
案
第
六
四
号
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

交
通
対
策
特
別
委
員
会

都
市
再
開
発
特
別
委
員
会

地
域
対
策
特
別
委
員
会

委
員
長

委
員
長

小
林
博
次
君

後
藤
長
六
君

謂

委

員

長

金

森

正

君

副

委

員

長

高

木

勲

君

委
員
長

副

委

員

長

堀

新

兵

衛

君

暫
時
、
休
憩
い
た
し
ま
す
。

委
員
会
委
員
に
選
任
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

こ
れ
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。

後
藤
長
六
君

川
口
洋
二
君

小
井
道
夫
君

山

本

勝

君

粉

川

茂

君

山
中
忠
一
君

松
島
良
一
君た

だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
以
上
の
諸
君
を
、

天

春

文

雄

君

山

路

剛

君

午
後
八
時
十
二
分
休
憩

森
8

・
安
吉
君

午
後
八
時
二
十
六
分
再
開

そ
れ
ぞ
れ
の
特
別

そ
の
結
果
を
報
告
い
た
し
ま
す
。
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0
議
長

〔
賛
成
者
起
立
〕

（
大
谷
喜
正
君
）

〔
高
井
一
一
一
夫
君
着
席
〕

0
議
長
（
大
谷
喜
正
君
）

署

名

議

員

署

名

議

員

四
日
市
市
議
会
副
議
長

四
日
市
市
議
会
議
長

四
日
市
市
議
会
議
長

訓 高 野 大 山

こ
れ
よ
り
、
本
件
を
起
立
に
よ
り
採
決
い
た
し
ま
す
。

（
大
谷
喜
正
君
）

こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

右
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
―
―
一
条
第
二
項
の
規
定
に
甚
づ
き
署
名
す
る
。

0
議
長

覇 井 崎

本
件
は
、
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
賛
成
の
諸
君
の
起
立
を
求
め
ま
す
。

谷 ロ

也 貞 喜 信

二
年
五
月
、
四
日
市
市
議
会
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。
ご
苦
労
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

男 夫 芳 正 生

ご
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
の
付
託
を
省
略
し
、
直
ち
に
採
決
す
る

起
立
多
数
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
今
期
臨
時
会
の
日
程
は
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
会
議
を
閉
じ
、
昭
和
五
十

午
後
八
時
一
＿
一
十
分
閉
会
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